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医療不信を改善する公的な苦情処理調整システム

今回私がこの演題で発表することになったきっかけは2つありま

す。

第一は、今年の3月に私ども日本病理協会が主催した「安心して

医療を受けるには」というテーマの公開シンポジウムで、心臓の手

術後に父を失った遺族と執刀した心臓外科医から、それぞれの立場

の意見を聞く機会がございました。理想的なインフォームド・コン

セントにおいて手術を受けたのですが、不幸にも助からないという

ことが決定的になった段階で、遺族および執刀医共に外部の第三者

が行う解剖によって死因を解明してほしいと望んだのですが、どこ

でも引き受けてもらえなかったということであります。

第二は、今年の春ファイザーヘルスリサーチ振興財団の助成をいただきまして、オースト

ラリア、英国、スコットランド、フランスの医療事情を調査した折に気付いたのですが、ど

の国でも医療を受ける人達が、もし医療に対する不満だとか疑問などを持つと、それをきち

んと聞いてもらえるような制度があるということでした。そして医療事故でなくても、第三

者の専門家による解剖を行わなければならない場合が法律できめ細かく決められ実施してい

るなど、医療のインフラストラクチャーともいえる制度が整っていることでありました。

日本の医療不信の背景には、日常の医療で生まれる疑問や不満を、第三者の意見を入れて

解決する仕組の貧弱さによるのではないか、少なくとも不信感のかなりの部分はそのために

あるのではないかというふうに気付いたのですが、この理由は後でオーストラリアの統計を

示して説明いたします。

医療は個人差のある患者に完璧でない医療技術を人間である医師をはじめチーム医療とし

て行うものでありますから、どんなに優れた医師や看護婦にも誤りや不適切な対応が有りう

るわけです。それを認めた上で色々な対応策を作っておくべきだと思われるのですけれども、

日本ではこれまで、医療には誤りはないとか、命は地球より重いというような理念に支配さ

れて、万一の時にはどうするかという発想が乏しかったように思います。ただ、法的な制度

としては、薬害の被害者救済制度がありますが、これを除くと制度的にはほとんど全く無い

わけであります。企業で常識になってるよ

うなリスクマネジメントの発想が取り入れ

られていないわけであります。

ところが医療の質といわれるものは、

（OHP1はLeebovの書いてあるそのままで

はなくて、医学部学生の講義あるいは院内

の勉強会に使うためわかりやすく簡潔にし

たものですが、）医療技術の質だとか医
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師・患者関係など、どれをとってもそれだけでは不十分だということで、最近では総合的に

「患者が満足した医療の質は高いのだ」というような考え方が広がっております。

これ（OHP2）はオーストラリアのシド

ニーの郊外にあります、ウエストミード病

院のホールにあった掲示です。診療内容は

もちろん、病院サービス全般に対する患者

さんの意見、あるいは満足度（どんなふう

に満足か、何が不満かということを調査し

た結果）が前年との比較で示されておりま

して、改善の度合（あるいは悪くなってる

ところもあるようですが）を患者さんにく

わしく示しているので、私はびっくりいた

しました。どこの国でも、病院にかかって

いて問題や意見、不満があったら、まず病

院長に手紙を書くというのが慣例になって

いるようであります。日本でもそのように

なっているわけですが、それだけでは満足

できる回答がないけれども、しかし法律家

に相談するほどのことでもないというよう

な場合が多いようで、これが日常的には最

も多いのではないかと思われます。

オーストラリアの各州には法律にもとづ

いて設置されている医療に関する苦情相談

所（OHP3）があります。これは無料電話

でまず受けて、正式には後で書面を出すこ

とになっているのですが、字が書けない、

言葉が不自由だという人には、公的なヘル

プがあるわけです。

OHP4はビクトリア州の議会に報告する

年報の資料でありますが、96年には問い合

わせが7700件、苦情は1800件ありました。

OHP5は1995年7月から1996年6月の間

の入院患者及び外来患者の苦情を整理した

統計表です。

OHP6は苦情の内容を分類した表であり

ます。

OHP2

OHP3

OHP4

OHP5
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左の上段は入退院に関する苦情の内容で

して、左の中段は920と数が一番多いわけ

ですが、予想通り治療に関する苦情です。

下の方はコミュニケーションのトラブルで

あり、右の上の方はお金に関する色々なト

ラブルあるいは苦情。右の中段は患者の権

利に関する問題で、これは非常に多い。な

かでも専門的な資格の無い人達の医療行為

が多いのに驚きました。

OHP7は診療科目別にみると精神科が最

も多く、その次は産婦人科、それから救急

医療という順番です。

問題が解決した625例について、どういう形でそれぞれ解決したかという対処の仕方です

が（OHP8）、「説明・アドバイス・意見だけ」が一番多く245例。625例のうちの40％弱が第

三者の説明、アドバイスだけで納得されたということです。つまり、米国と違って医療に対

する不満を、訴訟によって解決しようとする傾向の少ない国民性が産み出した制度がこのよ

うな苦情処理調整システムではないかと考えております。

英国の苦情処理制度もオーストラリアと似ておりますが、お手もとに配布してありますヘ

ルスサービス コンプレインツ制度を説明している冊子に申込書が刷り込まれてありまして、

これは誰でも入手しやすいところに置かれています。相談できるのはナショナルヘルスサー
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ビスの医療機関における問題に限られてい

ます。私的な医療を受けた場合には対象に

ならないとか、訴訟など法的な手段をとる

予定でないということが条件として明記さ

れています。

北欧やイギリス、オーストラリアの苦情

対応の制度を表にして比べるとOHP9のよ

うになりますが、医療事故と疑われる場合

と一般的な苦情の場合には、違う取り扱い

になっている国と同じように扱う国がある

ようです。

次にもう一つのテーマであります、法医

病理解剖を充実させる制度の改善でありま

す。冒頭に紹介した事例のように、最近、

法医学と病理医学双方の視点を必要とする

第三者による法医病理解剖の求められる例

が増えております。OHP10のような剖検実

施のガイドラインが必要だと考えられます

が、手術中あるいは手術直後の死亡、薬剤

の治験中の死亡、原因不明の突然死などで

は検死官の制度を規定した法律が、

Coroner's Actとして存在します。それによ

って病院の病理医ではなくて第三者の法医

病理学者による剖検が義務づけられてお

り、法律家と緊密な連絡をとりながら検討

されているわけであります。

OHP11はメルボルンのビクトリア州立法

医学研究所の、左側が法律家で右側が医学

者であります。角膜や皮膚、それに心臓の

弁膜をはじめ骨のバンクも亡くなった方の

生前の意思を最大限に尊重するような形

で、立派な設備ができ、運用されています。

以上紹介したように、法医病理解剖を重視し実態が公表されている諸外国とは対照的に、

日本では司法行政解剖の内容を調べる手段がなく、OHP12に示すような数字をおさえるのが

やっと、という秘密主義にもとづく制度があるだけであります。外国では病理解剖は減って

も、法医病理解剖は着実に増えているというのが実情でありまして、日本でもそのような解

剖の需要は高まっているはずですが、制度そのものが不完全です。こういうことが大変問題

だと思います。
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結論を申し上げます。医療不信を改善す

るための一つの方策は、医療に対する苦情

処理の窓口を公的に設け、その活動を推進

することではないかと思われます。まず病

院では院長直下に窓口を置き対応する。年

間の実績を県単位の行政に報告することを

義務付ける。あるいは別に医療機能評価の

重要なポイントにするというのも手ではな

いかと思います。

2番目に、医療上の問題が絡む死亡例は、

法医病理解剖の制度を充実させて、事実を

客観的に解明することを義務付ける。

どちらも法的な基盤の整備が必要ですが、何よりも国民の強い要望がないと実現しません。

個人個人の不満や疑問の解決を、社会的なシステムの改善によって可能になるような制度の

創設にむけて、知恵と力を貸していただきたいという願いを込めて、この発表をさせていた

だきました。
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